
関連規定 

 

○ 中央教育審議会の会議の運営について 

（平成 23 年 2 月 15 日 中央教育審議会申し合わせ） 

 

中央教育審議会は、会議の運営に関し、次のように申し合わせる。 
 
第１ 文部科学大臣は、中央教育審議会運営規則（平成 23 年 2 月 15 日中央

教育審議会決定）第３条第２項の表の下欄に掲げる事項については、中

央教育審議会（以下「審議会」という。）の会議を経ないで諮問するこ

とができる。 
 

第２ 文部科学大臣は、前項の方法により諮問するときは、あらかじめ、会

長にその諮問の内容を報告するものとする。 
 
第３ 文部科学大臣は、第１の方法により諮問したときは、速やかに、審議

会にその諮問の内容を報告するものとする。 
 
附 則 

この申し合わせは、審議会の決定の日（平成23年2月15日）から適用する。 

 

 

（参照条文） 

○ 中央教育審議会運営規則（抄） 

（平成 23年 2月 15日 中央教育審議会決定 平成 23年 9月 22日改正） 
 

第三条 

２ 令第五条第六項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる分科会の所掌事

務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる事項については、当該分科会の議

決をもって審議会の議決とする。ただし、審議会が必要と認めるときは、

この限りでない。  

 

分科会  事項  

生涯学習分科会 

生涯学習の振興のための施策の推進体制

等の整備に関する法律（平成二年法律第

七十一号）の規定に基づき審議会の権限

に属させられた事項及び社会教育法（昭

和二十四年法律第二百七号）の規定に基

づき審議会の権限に属させられた事項
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（スポーツ・青少年分科会の所掌に属す

るものを除く。） 

初等中等教育分科会 

一 理科教育振興法（昭和二十八年法律

第百八十六号）第九条第一項、 産業教

育振興法（昭和二十六年法律第二百二十

八号）及び教育職員免 許法（昭和二十

四年法律第百四十七号）の規定に基づき

審議会の権限 に属させられた事項 

二 理科教育振興法施行令（昭和二十九

年政令第三百十一号）第二条第 二項及

び産業教育振興法施行令（昭和二十七年

政令第四百五号）第二 条第三項の規定

により審議会の権限に属させられた事項 

大学分科会 

学校教育法（昭和二十二年法律第二十六

号）の規定に基づき審議会の権限に属さ

せられた事項 

スポーツ・青少年分科会 

スポーツ基本法（平成二十三年法律第七

十八号）、スポーツ振興投票の実施等に

関する法律（平成十年法律第六十三号）

第三十一条第三項及び独立行政法人日本

スポーツ振興センター法（平成十四年法

律第百六十二号）第二十一条第二項の規

定に基づき審議会の権限に属させられた

事項並びに社会教育法第十三条の規定に

基づき審議会の権限に属させられた事項

（青少年教育に係るものに限る。） 

 

 

○ 中央教育審議会令（抄）（政令第 280 号 平成 12 年 6 月 7 日） 

 

（分科会） 

第五条 

６ 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議

決とすることができる。 
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